
第５回 放課後児童クラブ運営主体強化研究会 次第 

 
日時 令和２年３月６日（金） １０：００～１２：００ 
場所 大分県庁舎別館Ｂ１１会議室 

 
 
１ 開会 
 
２ 議事 
 
（１）放課後児童クラブ運営主体強化研究会報告書について 

 
（２）Ｒ２年度事業について 
 
（３）小学校等の臨時休業に伴う放課後児童クラブの開所について 
 
（４）その他 

手交式 日程：令和２年３月１６日（月）１４：００～ 
 

３ 閉会 
 
【添付資料】 
資料１ 放課後児童クラブ運営主体強化研究会 報告書（概要案） 
資料２ 放課後児童クラブ運営主体強化研究会 報告書  
資料３ Ｒ２年度当初予算要求資料 
資料４ 大分県放課後児童クラブ連絡協議会からの要望（R2.3.2） 
資料５「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連し

た放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について

（依頼）」（R2.3.2 国通知） 
資料６ 「保育所等において新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応

について」（R2.3.3 県通知） 
資料７ 「小学校の臨時休業に伴う放課後児童クラブ運営にかかる教育委員会

等との連携について」（R2.3.5 県通知） 
 



日時：令和2年3月6日（金）10：00～12:00

○

○ ○ ○

事務局（こども未来課）

場所：大分県庁舎別館Ｂ１１会議室
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放課後児童クラブ運営主体強化研究会設置要綱 
（目的） 
第１条 運営者の責任や負担を軽減し、放課後児童クラブの質の高い運営の実現に向け、運

営主体の強化を図るため、「放課後児童クラブの運営主体研究会」（以下「研究会」

という。）を設置する。 
 
（所掌事務） 
第２条 研究会は、次に掲げる事項を所掌する。 
（１） 放課後児童クラブの運営に関する課題等の調査および研究に関すること。 
（２） 放課後児童クラブの運営主体の強化に係る施策の検討に関すること。 
（３） その他研究会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 
 
（組織） 
第３条 研究会は別表に掲げる委員をもって組織する。 
２ 研究会に委員の互選をもって会長を置く。 
 
（職務） 
第４条 会長は、研究会を代表し、その事務を統括する。 
 
（会議） 
第５条 研究会は、会長が必要に応じて招集する。 
２ 研究会の議長は、会長をもって充てる。 
３ 会長は、必要があると認めるときは、研究会に委員以外の者を出席させ、意見又は説明

を求めることができる。 
 
（事務局） 
第６条 研究会の事務局は、大分県福祉保健部こども未来課とする。 
２ 研究会の庶務は、大分県福祉保健部こども未来課において処理する。 
 
（その他） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、研究会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が

定める。 
 
附則 
この要綱は、令和元年６月５日から施行する。 


